
 

船舶事故調査報告書 

令和元年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年２月２５日 １２時２５分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港南方沖（細ノ州
ほ そ の す

） 

 長太夫
ちょうだゆう

礁灯標から真方位２４４°９４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.２′ 東経１３３°０７.８′） 

事故の概要 貨物船新福壽
しんふくじゅ

丸は、南南東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年２月２７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 新福壽丸、１９９トン 

 １３５１６７、明和海運株式会社（船舶所有者）、さおり海運有限

会社（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約２４０cm（糸

崎） 

事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、レーダー及び電子海

図表示装置を作動させ、船長が針路目標を目測しながら単独で操船に

当たり、約１０ノットの対地速力で自動操舵により航行中、細ノ州に

乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約２.６ｍ、船尾約３.８ｍであった。 

船長は、右舷前方に見ていたハカン島灯標（西方位標識）を、ふだ

ん、布刈
め か り

瀬戸に向けて東進するときに針路目標としていた長太夫礁灯

標（北方位標識）と思っていたことを本事故後に知った。 

船長は、本事故発生海域付近を航行した経験が何度もあったので、

針路目標を目測しながら操船していれば、レーダー及び電子海図表示

装置を使用しなくても、布刈瀬戸に向けて問題なく航行できると思っ

ていた。 

分析 本船は、南南東進中、船長が、レーダー及び電子海図表示装置を使

用しておらず、目測のみで航行を続けたことから、ハカン島灯標を針

路目標としていた長太夫礁灯標と思い込んでいることに気付かず、細

ノ州に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、南南東進中、船長が、レーダー及び電子海図表

示装置を使用しておらず、目測のみで航行を続けたため、ハカン島灯

標を針路目標としていた長太夫礁灯標と思い込んでいることに気付か



 

ず、細ノ州に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・航海計器を活用し、船位及び針路の確認を適切に行うこと。 

・航行予定海域の針路目標の情報を正確に把握しておくこと。 

 


